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要 旨 

自動車運転は、個人の行動範囲・参加の拡大に大きく影響するが非常に危険性の高い行為であり、リハビリテ

ーションプログラムにおいても、復職や役割の維持といったQOLの獲得に向けてニーズが高いものの一つである。

しかし、神経生理学的評価における自動車運転再開についての統一基準はなく、リハビリテーションによる介入

を難しくしている。今回、自動車運転シミュレーターを、職員および自動車運転を再開した成人支援施設利用者

に実施した。その結果、神経心理学的検査とシミュレーター結果とは有意差が認められ、有意差の背景には抑制

の低下が要因で発生していると考えられた。またシミュレーターをフィードバックやリスクコミュニケーション

に活用できることも示唆された。今後の自動車運転の支援には、代替手段・役割の獲得まで一連の支援窓口が必

要であると考えられた。 

１. はじめに （図１ ICFの観点から見た自動車運転）

自動車運転は通勤、通学、家事、趣味など、個人

の行動範囲・参加の拡大に大きく影響するが非常に

危険性の高い行為であり、リハビリテーションプロ

グラムにおいても、復職や役割の維持といったQOL

の獲得に向けてニーズが高いものの一つである。（図

１）ところが、神経生理学的評価では、個人の行動

特性はさまざまに分析されるが、運転行動に直結し

た評価はない。それぞれの運転行動の指標となる判

断基準は報告されているが統一基準には至っておら

ず、自動車運転が事故へつながる心配がぬぐえない

という葛藤があり、リハビリテーションによる介入

を難しくしているといえる。 

今回、「香川県障害者自立支援臨時特例負担金障害

者自立支援機器普及促進事業」により自動車運転シ

ミュレーター（以下DS）をモニタリングする機会を

得た。シミュレーター評価は自動車運転支援を実施

している施設・機関で導入されている評価の一つで

ある。その結果を報告するとともに、これからの支

援のありかたについてご報告する。 

２. 方法 

期間：平成24年12月～平成25年3月 

対象（図２）：同意を得た成人支援利用経験者のうち

自動車運転を再開および断念した方28人。比較とし

て日常的に自動車運転を実施している職員。 

実施内容：ＨＯＮＤＡ製リハビリテーション向け運

動能力評価サポートソフト及びプログラム推奨機器

一式（図３）から、運転反応検査・自動車走行およ

び運転アンケートを実施した。 



（図２ 対象） 

 

（図３ HONDAセーフティナビ） 

 

３. 結果（図４）  

職員群、運転群、非運転群の3群の分散分析では、

単純反応検査、ハンドル操作の正確性、注意配分･

複数作業・において有意差があった。自動車走行検

査では、危険予測、危険走行、平均超過速度におい 

て有意差があった。職員群と障がい者群においては

以上に加え右左折の速度に有差があった。 

（図４ 結果） 

 

注○印 職員群、運転群、非運転群の有意差有 

注◎印 職員群とそれ以外の有意差有 

単純反応検査（アクセルを踏みハンドルを把持し

て、前方を走行する車の上に表示される色によって

アクセルを離す）においては、反応速度は有意差は

認められなかったが、非運転群ではゴールを予測さ

せないことで注意が持続できずムラが顕著にみられ

た。 

 ハンドル操作検査（アクセルを踏みスピードを一

定に保ちながら、ハンドルを操作して車線前方に出

現するパイロンの間を通過する）では、運転群の中

にも左方車線や左側のパイロンに気付かずに走行す

ることがみられたが、非運転群では半側空間無視に

より大きくコースを逸脱することもみられた。 ハン

ドル操作では、運転群、非運転群ともに、固定して

あるテーブルごと動いてしまうといった脱抑制の状

況が観察された。 

注意配分・複数作業検査（走行中の画面に複数の

マーカーが表示され、記号に応じて下肢でのブレー

キ・アクセル、上肢で方向指示器を操作）では、職

員群の誤反応数平均2.2個に対し、運転群8.3個、非

運転群8.6個であった。非運転群では、手足の協応動

作が乱れたり力のコントロールができずテーブルが

動いたり、学習が安定しないなどムラが認められた。 

自動車走行（画面に現れる市街地等の模擬画面を

交通標識や音声ガイドに応じて走行する）では、事

故回数、危険予測、急制動、平均超過速度において3

群の有意差が認められた。右左折においては、運転

群と非運転群に有意差があった。 

自動車走行検査では、特に非運転群において速度超

過、過剰なハンドル操作、急制動など、脱抑制があ

った。 

自動車走行の経験後、感想として、職員、運転群

は「むずかしかった」「今日から運転は慎重に気をつ

けよう」と述べているのに対し、非運転群は「実際

にはあり得ない」「ＤＳは簡単だった」 

と、リスクを低く見積もるコメントがあった。 

ＤＳの評価票（図５）は、例えば反応の速さは“良

好”だが正確性は“不安”など、結果の因果関係を

読み込めば運転は不適であると理解できることも、

反対に運転が可能といった印象を与えてしまいかね

ないことがわかり、慎重な取り扱いと説明が必要と

考えられた。 

 

 

 



（図５ ＤＳ運転適性結果票） 

 

もう1種の評価票（図６）には、“合図“や“安全

確認”“速度”といった走行データと、“反応の速さ”

“認知注意力”“適応性”“判断力”“自己抑制”とい

った運転特性チャートで示される。評価者が記入す

る総合コメントには、評価結果やＤＳ中の観察を踏

まえて、運転の可能性や注意点を適切に説明できる

スキルが必要であることが予測され、課題を残した。 

 

（図６ ＤＳ評価票の一部） 

 

 

アンケート結果より、運転群では“成人支援施設

の支援者の薦めにより自動車教習所を経た”もの、

“自らの判断で教習所へ向かう”かもしくは“利用

せず再開した”ものがあり、“通所・通院・趣味目的”

ではほぼ毎日運転していた。 

非運転群の断念理由は、“家族の反対”“代替手段

がある”“教習所での事前運転結果から”であった。 

 

 

 

 

（図７ アンケート結果） 

 

 

運転の再開にあたり利用された教習所は、図８

の通りで、“アドバイスはなかった”と回答されてい

る。また運転群の“現在の心配事・相談者はともに

なし”との回答であった。 

気をつけていることとして、“速度・安全確認の回

数”“黄色信号で止まる”“ルールの遵守”“交差点や

自転車、左側など自分なりの危険箇所の把握”“休憩

をとる”“他のことをしない”“わき見をしない”な

どの方法の工夫があった。 

 

 （図８ アンケート結果より） 

 

 

４. 考察 

ＤＳの結果から、有意差が認められたものは、“事

故回数”“危険予測”“急制動”“超過速度”“右左折

速度”といったスピードに関係した抑制の低下を要

因として発生していると考えられた。また、運転群

はＤＳ体験や評価結果を自分事としてとらえた感想

であったが、非運転群は他人事としてリスクを低く

見積もる傾向があった。 

運転に関わる認知機能は、注意や情報処理速度な

ど多岐に渡り、単独の高次脳機能検査を危険運転の

原因として捉えることが難しい。DSによる自動車運



 

転評価は、神経学的評価結果および日常生活での適

応状況とあわせて、より現実的なフィードバックが

可能であると考えられた。また、半側空間無視や脱

抑制など神経心理学的評価で得られた特性をＤＳに

おいて危険運転を共有し、その背景について評価者

とともに振りかえることで、リスクコミュニケーシ

ョンとして有用であると考えられた。 

そして、それらを家族や支援者と共有できる資料

として、ビデオ記録も必要と考えられた。 

さらに、アンケート結果からは、病識のあるなし

に関わらず、“実車評価を実施した教習所からのアド

バイスはない”との回答からも、相談機関の不在が

挙げられ、支援者が介入する必要があることが予測

された。 

  

（図９ ICFの視点による自動車運転支援） 

 

 

自動車運転支援をＩＣＦの視点から考えると、①

希望を把握しＳＴやＯＴ・ＰＴ、心理士といったリ

ハビリテーションによる認知機能･身体機能評価お

よび説明を実施し、②シミュレーターを通して適応

状況をフードバックすることで適応状況と運転リス

クの説明をし、場合によっては教習所での実車評価、

環境調整を実施する③そして 運転中止となった場

合も環境支援、代替手段の提案、までかかわること

になるといえる。 

そのためには、関係機関と連携した支援の一連の

流れが必要であり、自動車運転支援を、単に運転技

術の評価や運転再開の可否を目標にするのでなく、

参加という視点からの支援に向けた取組みが必要と

なってくる。 

（図10  自動車運転相談・支援の在り方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、当センターにおける自動車運転支援を整

理した。まず、本人・家族の希望をききとり整理す

る。次に、認知機能・身体機能評価を実施する。シ

ミュレーターや教習所による実車評価はビデオ記録

し家族や本人、第3者と共有できるよう工夫する。そ

してそれらを総合的に評価し本人・家族にフィード

バックする。免許交付は運転免許センター判断によ

るので結果を受けて必要な代替手段の提案をしたり、

助言を実施する。自動車運転の再開に関する相談・

評価・手続きや資源の活用まで、リハビリテーショ

ンセンター内の連携や関係機関とのネットワークの

構築も課題と考える。 
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